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令和７年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（概要） 

種  別 件    名 件 数 

専決処分 条例関係 伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

について 

ほか２件 

３ 

財政関係 令和６年度伊勢崎市一般会計補正予算（第９号）の専決処

分の承認について 

                      ほか２件 

３ 

計 ６ 

条例関係 新規制定 市長及び副市長の給与の特例に関する条例案 １ 

計 １ 

合  計 ７ 

※ 報 告 

第 ４ 号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第 ５ 号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第 ６ 号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第 ７ 号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 

第 ８ 号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 

第 ９ 号 市営住宅の管理上必要な訴え（和解を含む）の提起についての専決処分の報告

について 

第１０号 令和６年度伊勢崎市一般会計繰越明許費の繰越しについて 

第１１号 令和６年度伊勢崎市小型自動車競走事業費特別会計繰越明許費の繰越しについ

て 

第１２号 令和６年度伊勢崎市水道事業会計予算の繰越しについて 

第１３号 令和６年度伊勢崎市公共下水道事業会計予算の繰越しについて 
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令和７年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 ４８ 伊勢崎市市税条例の一部

を改正する条例の専決処

分の承認について 

 地方税法及び地方税法等の

一部を改正する法律の一部を

改正する法律による地方税法

の一部改正及び道路交通法の

一部を改正する法律による道

路交通法の一部改正に伴い、

改正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 固定資産税関係 

大規模の修繕等が行われた

マンションに係る固定資産税

の税額の減額措置について、

当該マンションの区分所有者

から減額措置に係る申告書の

提出がなかった場合において

も、一定の要件に該当すると

認められる場合は、当該減額

措置を適用できるよう定める

もの 

⑵ 軽自動車税関係 

ア 原動機付自転車におけ

る種別割の税率及び減免

に関する規定区分を加え

るもの 

イ 運転免許証の情報が記

録されたマイナンバーカ

ードの運用開始に伴い、

種別割の減免申請時に提

示する運転免許証に関す

る規定を改めるもの 

市民税課 

４９ 伊勢崎市都市計画税条例

の一部を改正する条例の

専決処分の承認について 

地方税法及び地方税法等の

一部を改正する法律の一部を

改正する法律による地方税法

の一部改正に伴い、改正の必

要を認めたもの 

【概要】 

引用する項ずれを改めるも

の 

資産税課 
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５０ 伊勢崎市国民健康保険税

条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認につ

いて 

地方税法施行令及び国有資

産等所在市町村交付金法施行

令の一部を改正する政令によ

る地方税法施行令の一部改正

に伴い、改正の必要を認めた

もの 

【概要】 

⑴ 基礎課税額に係る課税限

度額を６５万円から６６万

円に改めるもの 

⑵ 後期高齢者支援金等課税

額に係る課税限度額を２４

万円から２６万円に改める

もの 

⑶ ５割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者１人につき加算する金額

を２９万５，０００円から

３０万５，０００円に改め

るもの 

⑷ ２割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者 1 人につき加算する金額

を５４万５，０００円から

５６万円に改めるもの 

国民健康保

険課 

５１ 令和６年度伊勢崎市一般

会計補正予算（第９号）

の専決処分の承認につい

て 

※歳入歳出予算の総額からそ

れぞれ 376,989 千円を減額し

、総額をそれぞれ 94,114,092

千円としたもの 

※繰越明許費を補正したもの 

※地方債を補正したもの 

財政課 

 ５２ 令和６年度伊勢崎市学校

給食センター事業費特別

会計補正予算（第３号）

の専決処分の承認につい

て 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ17,427千円を追加し、総

額をそれぞれ3,001,753千円と

したもの 

財政課 

５３ 令和７年度伊勢崎市一般

会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認につい

て 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ1,015,858千円を追加し、

総額をそれぞれ92,925,858千

円としたもの 

財政課 
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条例関係 ５４ 市長及び副市長の給与の

特例に関する条例案 

市長及び副市長の給料の支

給額を２箇月間減額すること

に伴い、制定の必要を認めた

もの 

【概要】 

令和７年６月１日から令和

７年７月３１日までの間、市

長にあっては給料月額からそ

の１００分の２０に相当する

額を減じた額、副市長にあっ

ては給料月額からその１００

分の１０に相当する額を減じ

た額とするもの 

職員課 

 




